
【資料４‐１】 
  

分科会の設置（案）について 

１ 趣旨 

  本計画の策定にあたり、計画の対象となるバス路線について、綿密な協議を行う 

ことを目的とし、当協議会に次の委員により構成される分科会を設置する。 

２ 分科会構成員（案） 

所 属 職名 
胆振西部 

方面 

胆振中部 

方面 

胆振東部 

方面 

室蘭市 都市政策推進課長補佐 ● ●  

苫小牧市 まちづくり推進課交通政策主幹  ● ● 

登別市 市民協働グループ総括主幹  ●  

伊達市 企画財政課長 ●   

豊浦町 政策財政課主幹 ●   

壮瞥町 企画財政課長 ●   

白老町 政策推進課長  ●  

厚真町 まちづくり推進課長   ● 

洞爺湖町 企画防災課長 ●   

安平町 政策推進課長   ● 

むかわ町 総務企画課長   ● 

道南バス株式会社 営業管理部長 ● ● ● 

あつまバス株式会社 営業部営業課次長   ● 
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胆振総合振興局 
地域政策課主幹 

地域政策課主査 

３ 参 考 
  北海道胆振地域公共交通活性化協議会規約（抜粋） 

  （分科会） 

 第８条 第３条各号に掲げる事業について専門的な調査又は検討を行うため、必要に応じて 

協議会に分科会を置くことができる。 

２ 分科会の組織、運営その他必要な事項は、前２条の規定に準じて会長が別に定める。 

（事業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(１) 地域公共交通計画の作成及び変更に関する協議 

(２) 地域公共交通計画の実施に関する協議 

(３) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施 

(４) 前３号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業 


